
事  務  連  絡 

令和元年 5月 23日 

 

各 府 省 庁 人事担当課 御中 

立法・司法機関 人事担当課 御中 

 

厚生労働省職業安定局 

障害者雇用対策課地域就労支援室 

 

 

働く障害者に対する定着支援のための「個別支援者」の活用について 

 

 各府省等におかれましては、障害者法定雇用率の達成等に向け、障害のある職員の採用

に係る取組にご尽力をいただいているところでありますが、採用と併せて、働く障害者に

対する職場定着支援が非常に重要です。 

 その支援を実効あるものとするためには、個々の障害者に対して個別的な支援を行う

「個別支援者」を活用することが重要です。この「個別支援者」の活用方法については、

これまで各種通知によってお示ししてきたところですが、今般、改めて下記のとおり整理

してお示しすることとしましたので、職場定着を進めるにあたって積極的に活用していた

だくようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 個別支援者の配置について 

 個別支援者の活用方法については次の５つの方法があるが、各府省の実状に応じて適

切なものを選択して実施することが望ましい。 

 

(1) 職員の中からの個別支援者の選任 

・ 通知①「国の機関において採用された障害者に対する職場定着支援について（平 

成 31年 3月 5日付け）」（１の（１））を参照。 

 （※ 国の各機関において「個別支援者」として選任された職員を対象として、職場

定着のノウハウを付与するためのセミナーを今後実施する予定。） 

 

(2) 外部からの個別支援者の採用・委嘱 

・ 通知①「国の機関において採用された障害者に対する職場定着支援について（平 

成 31年 3月 5日付け）」（１の（２））を参照。 

 

(3)  障害者就労支援機関等による支援 

 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスである、就労移行支援、職場定着支援

等の活用など 

・ 通知①「国の機関において採用された障害者に対する職場定着支援について（平 

成 31年 3月 5日付け）」（２の（１））を参照。 



(4) 障害者就業・生活支援センターによる支援 

  障害者就業・生活支援センターによる有償の職場定着支援の活用、有償の職場定着

支援の実施を検討できるセンターの一覧など 

・ 通知①「国の機関において採用された障害者に対する職場定着支援について（平 

成 31年 3月 5日付け）」（２の（２））を参照。 

・ 通知②「国の機関において採用された障害者に対する障害者就業・生活支援セン

ターによる職場定着支援事業について（平成 31年 3月 5日付け）」を参照。 

・ 通知③「職場定着支援に係る障害者就業・生活支援センターの意向調査の結果に

ついて（平成 31年 3月 25日付け）」を参照。 

 

(5)  ハローワーク等に配置される支援者による支援 

 ハローワークに配置する「職場適応支援者」による支援の活用 

・ 通知①「国の機関において採用された障害者に対する職場定着支援について（平 

成 31年 3月 5日付け）」（２の（３））を参照。 

・ 通知④「ハローワークによる職場定着支援を希望する場合の留意事項について 

（平成 31年 3月 5日付け）」を参照。 

 

【参考：通知一覧】 
 
① 国の機関において採用された障害者に対する職場定着支援について（平成 31 年 3 月

5日付け事務連絡） 
   
② 国の機関において採用された障害者に対する障害者就業・生活支援センターによる職

場定着支援事業について（平成 31年 3月 5日付け事務連絡） 
   
③ 職場定着支援に係る障害者就業・生活支援センターの意向調査の結果について（平成

31年 3月 25日付け事務連絡） 
 
④ ハローワークによる職場定着支援を希望する場合の留意事項について（平成 31 年 3

月 5日付け事務連絡） 

 

 

 

２ その他の支援策について 

その他の支援策（「専門アドバイザー」の活用など）に係る通知については以下のとお

りであり、ご参照いただきたい。 

 

(1) 障害者雇用推進に係る「専門アドバイザー」について（平成 30 年 9 月 11 日付け） 

・ 障害者雇用の専門家である「専門アドバイザー」の一覧及び支援依頼の手続き等 
 

(2) 障害者雇用に係る各府省の出先機関別の相談窓口担当者の設置について（平成 30年

9月 13日付け） 

・ 各都道府県労働局及び公共職業安定所における各府省の出先機関別の相談窓口

担当者の設置及び各府省の出先機関に対する支援メニュー等 



 

(3) 公共職業安定所への障害者求人申込み及び精神・発達障害者しごとサポーター養成

講座の受講に当たっての留意事項について（平成 30年 10月 4日付け） 

・ ハローワークへの求人申込みを行う場合の留意事項（予約制であること、求人申

込みの流れ等）及び「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」の受講を希望

する場合の相談先等 

 

(4) 平成 31 年度における精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の受講に当たっ

ての留意事項及び同講座の e-ラーニング版について（平成 31年 3月 28日付け） 

・ 精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の集合研修の出前講座の案内及び同

講座の e-ラーニング版のホームページ公開の周知等 

 

 

 

 


